
（対応する ISIC）4510 用地整備業 

4520 建築物の全部又は一部工事業、土

木工事業 

4530 建築設備設置工事業 

4540 建築物仕上げ業 

 

列コード 行コード 部門名称 

4132-02 4132-021 電力施設建設 

（担当府省庁） 国土交通省 

（定義・範囲） 地方公営企業、電力株式会社及び電源開

発株式会社の行う電気事業並びにその他電

気事業者及び日本原子力発電株式会社の行

う発・送・配電施設に関する構築物の建設

工事を範囲とする。 

        なお、本部門には、取替補修工事も含め

る。また、自家発電については、設置許可

（500kw 以上）を受けているものだけが本

部門に含まれる。 

（品 目 例 示）  発・送・配電施設に関する構築物 

（対応する ISIC）4510 用地整備業 

4520 建築物の全部又は一部工事業、土

木工事業 

4530 建築設備設置工事業 

4540 建築物仕上げ業 

 

列コード 行コード 部門名称 

4132-03 4132-031 電気通信施設建設 

（担当府省庁） 国土交通省 

（定義・範囲） 電気通信事業者、放送事業者の行う電気

通信線路施設等に関する構築物の建設工事

を範囲とする。 

なお、本部門には、取替補修工事も含め

る。 

（品 目 例 示） 電気通信線路施設に関する構築物 

（対応する ISIC）4510 用地整備業 

4520 建築物の全部又は一部工事業、土

木工事業 

4530 建築設備設置工事業 

4540 建築物仕上げ業 

 

列コード 行コード 部門名称 

4132-09 4132-099 その他の土木建設 

（担当府省庁） 国土交通省 

（定義・範囲） 他の部門に分類されない、次に掲げる民

間土木建設工事及び政府の行う公共事業以

外の土木建設工事を範囲とする。 

       ① 上・工業用水道：地方公営企業等の行

う上水道、簡易水道及び工業用水道に関

する構築物の建設工事 

       ② 土地造成：地方公共団体、独立行政法

人都市再生機構及び民間の行う土地造成

工事 

       ③ その他土木：地方公営企業及び民間の

行うガス工事、地方公共団体の行う失業

者就労事業のうち建設投資的工事、政府

の行う駐車場整備工事並びにその他上記

以外の民間土木建設 

（品 目 例 示）  上・工業用水道等に関する構築物、埋立・

土地造成等の工事、ガスタンク・駐車場・

ゴルフ場・球技場・遊園地・パイプライン

等の建設工事及び民間の行う団地内区画道

路・さん橋・堤防等の道路、河川等建設工

事など 

（対応する ISIC）4510 用地整備業 

4520 建築物の全部又は一部工事業、土

木工事業 

4530 建築設備設置工事業 

4540 建築物仕上げ業 

 

10 電力・ガス・水道 

 

列コード 行コード 部門名称 

 

5111-01 

5111-02 

5111-03 

5111-001  事業用電力 

事業用原子力発電 

事業用火力発電 

水力・その他の事業用発電 

（担当府省庁） 経済産業省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の中分類 33「電気業」

のうち自家用発電を除く活動を範囲とする。 

（対応する ISIC）4010 電気生産・送電・配給業 

 

列コード 行コード 部門名称 

5111-04 5111-041 自家発電 

（担当府省庁） 経済産業省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の中分類 33「電気業」

のうち自家用発電を範囲とする。ただし、

鉱工業部門などにおいて最大出力 1,000kW

以上の発電設備を有し、常時発電をしてお

り、電力を販売することを主たる目的とし
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ない活動を対象とする。 

（注 意 点） 本部門は、「自家発電」という名称にかか

わらず、自家部門としてではなく、独立し

たアクティビティとして部門が設定されて

いる。 

 

列コード 行コード 部門名称 

5121-01 5121-011 都市ガス 

（担当府省庁） 経済産業省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の中分類 34「ガス業」

の活動を範囲とする。 

（対応する ISIC）4020 ガス製造業:導管によるガス燃料

供給業 

 

列コード 行コード 部門名称 

5122-01 5122-011 熱供給業 

（担当府省庁） 経済産業省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の中分類 35「熱供給業」

の活動を範囲とする。 

（対応する ISIC）4030 蒸気及び温水供給業 

 

列コード 行コード 部門名称 

5211-01 5211-011 上水道・簡易水道 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の小分類 361「上水道

業」のうち、船舶給水業を除く活動を範囲

とする。 

（品 目 例 示） 水道局（部）、水道事務所、浄水場、配水

場、ポンプ場等の活動 

（注 意 点）① 本部門は、使用目的の如何を問わず、

飲用に適する水の供給を行う活動（水道

法に基づく水道用水供給事業、上水道事

業及び簡易水道事業）が該当する。 

② 船舶給水業については「7189-02、-021

水運施設管理★★」に含める。 

（対応する ISIC）4100 水収集・浄化・供給業 

 

列コード 行コード 部門名称 

5211-02 5211-021 工業用水 

（担当府省庁） 経済産業省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の小分類 362「工業用

水道業」のうち、「工業用水道事業法」に基

づき地方公共団体が工業用水の供給を行う

活動を範囲とする。 

（注 意 点） 地方公共団体以外の者が行う工業用水道

事業(上水道を含む)並びに「水道法」に基

づき地方公共団体が行う上水道事業及び簡

易水道事業は「5211-01、-011 上水道・簡

易水道」に含まれる。 

（対応する ISIC）4100 水収集・浄化・供給業 

 

列コード 行コード 部門名称 

5211-03 5211-031 下水道★★ 

（担当府省庁） 内閣府 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の小分類 363「下水道

業」すなわち、下水道局(部)、下水処理場、

下水出張所、下水ポンプ場の活動を範囲と

する。 

（注 意 点） 本部門は、汚水、雨水などの排水、終末

処理を行う施設の経営活動とし、地方公共

団体の行う公共下水道事業の範囲とする。

したがって、この部門の行う活動は、汚水・

雨水の流通目的で設置された排水管、排水

路及びその他の付属装置（浄化施設など）

をもって土地の清潔を保持することであり、

じんかい、汚物などの処理を行う地方公共

団体の活動は、「5212-01、-011廃棄物処理

（公営）★★」に含まれる。 

（対応する ISIC）9000 下水及び廃棄物処理業、衛生及び

類似サービス業 

 

列コード 行コード 部門名称 

5212-01 5212-011 廃棄物処理(公営)★★ 

（担当府省庁） 環境省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の中分類 85「廃棄物処

理業」のうち、地方公共団体による活動を

範囲とする。 

（品 目 例 示） し尿収集・処理、ごみ収集・処理、産業

廃棄物収集・処理等の活動 

（対応する ISIC）9000 下水道及び廃棄物処理業、衛生及

び類似サービス業 

 

列コード 行コード 部門名称 

5212-02 5212-021 廃棄物処理(産業) 

（担当府省庁） 環境省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の中分類 85「廃棄物処

理業」のうち、民営事業所による活動の範
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囲とする。 

        なお、地方公共団体の委託事業を含み、

自家処理分は除く。 

（品 目 例 示） し尿収集・処理、ごみ収集・処理、産業

廃棄物収集・処理等の活動 

（対応する ISIC）9000 下水道及び廃棄物処理業、衛生及

び類似サービス業 

 

11 商業、金融・保険、不動産 

 

列コード 行コード 部門名称 

6111-01 6111-011 卸売 

（担当府省庁） 経済産業省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の中分類 49～54の「卸

売業」の活動を範囲とし、その生産額は、

卸売マージン額である。 

なお、農業協同組合、漁業協同組合、水

産加工業協同組合及び森林組合の行う販売

事業分、農業協同組合連合会、漁業協同組

合連合会、水産加工業協同組合連合会及び

森林組合連合会の行う販売・購買事業分並

びに食糧管理特別会計、アルコール専売事

業特別会計、独立行政法人農畜産業振興機

構及び日本スポーツ振興センター、地方政

府の市場事業の活動を範囲に含む。 

（注 意 点） 平成 12年表以降「再生資源回収・加工処

理」の部門を新設したが、接続表では「再

生資源回収・加工処理」部門を設けなかっ

たため、平成 12 年、17 年表においても平

成７年表と同様に再生資源卸売業の活動を

本部門に含めた。 

（対応する ISIC）5010 自動車販売業 

5030 自動車部品、付属品販売業 

5110 手数料又は契約制による卸売業 

5121 農産品原料及び生き物卸売業 

5122 食料品、飲料及びたばこ卸売業 

5131 織物、衣料及び履物卸売業 

5139 その他の家庭用品卸売業 

5141 固定･液体･ガス燃料及び関連製

品卸売業 

5142 金属及び金属鉱石卸売業 

5143 建設材料、金物類及び衛生・暖房

設備器具卸売業 

5149 その他の中間製品、廃棄物及びく

ず卸売業 

5151 コンピュータ、コンピュータ周辺

機器及びソフトウェア卸売業 

5152 電子・電気通信部品及び機器卸売   

業 

5159 その他機械器具卸売業 

5190 その他の卸売業 

 

列コード 行コード 部門名称 

6112-01 6112-011 小売 

（担当府省庁） 経済産業省 

（定義・範囲） 日本標準産業分類の中分類 55～60「小売

業」の活動を範囲とし、その生産額は、小

売マージン額である。 

なお、農業協同組合、漁業協同組合、水

産加工業協同組合及び森林組合の行う購買

事業分並びに構内売店、生活協同組合購買

会の活動を含み、製造小売業のうちの製造

活動部分は本部門の活動に含めずにそれぞ

れの製造業部門に含める。 

（品 目 例 示） 製造小売の例：男子服小売、菓子小売、

パン小売、豆腐・かまぼこ等加工食品小売、

料理品小売、家具小売、建具小売、畳小売、

宗教用具小売 

（対応する ISIC）5010 自動車販売業 

5030 自動車部品、付属品販売業 

5040 オートバイ及び関連部品・付属品

販売・整備・修理業 

5211 食料品、飲料又はたばこが主な非

専門店の小売業 

5219 その他の非専門店小売業 

5220 食料品、飲料及びたばこの専門店

による小売業 

5231 医薬品、医療品及び化粧・洗面用

品小売業 

5232 織物、衣料、履物及び革製品小売   

業 

5233 家庭用具・用品・機器小売業 

5234 金物類、塗料及びガラス小売業 

5239 専門店によるその他の小売業 

5240 店舗による中古品小売業 

5251 通信販売による小売業 

5252 露店及び市場による小売業 

5259 その他の無店舗小売業 
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